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中小企業・小規模事業者のみなさまへ

働き方改革関連法が2019年4月より

順次施行されています。

社会保険労務士による無料の

相談会を開催いたします。

□年次有給休暇の義務化への対応
□時間外労働の上限規制の対応
□同一労働同一賃金に関すること
□３６協定の作成･見直し

□就業規則・賃金規程の作成･見直し
□賃金制度全般に関すること
□労働時間制度全般
□労働関係助成金に関すること

定期相談会
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